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公布された規則のあらまし

◇鳥取県介護保険法施行細則及び鳥取県事務処理権限規則の一部改正について

１ 規則の改正理由

介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行う。

２ 規則の概要

(１) 鳥取県介護保険法施行細則の一部改正

ア 介護保険法及び厚生労働省令に規定された指定居宅サービス事業者等に係る公示に関する事項を削る。

イ 介護保険法の改正に伴い、規則中引用している同法の規定を改める等の所要の規定の整備を行う。

(２) 鳥取県事務処理権限規則の一部改正

介護保険法の一部改正及び(１)に伴い、所要の規定の整備を行う。

(３) 施行期日は、公布日とする。
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平成21年５月１日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第58号

規 則

鳥取県介護保険法施行細則及び鳥取県事務処理権限規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成21年５月１日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第56号

鳥取県介護保険法施行細則及び鳥取県事務処理権限規則の一部を改正する規則

（鳥取県介護保険法施行細則の一部改正）

第１条 鳥取県介護保険法施行細則（平成11年鳥取県規則第50号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下この条において「移動条」という。）に対応する

同表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下この条において「移動後条」という。）が存在する場

合には、当該移動条を当該移動後条とし、移動条に対応する移動後条が存在しない場合には、当該移動条（以

下この条において「削除条」という。）を削る。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条及び別表の細目の表示並びに削除条を除く。以下この条にお

いて「改正部分」という。）に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条及び別表の細目の表示

を除く。以下この条において「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分

に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する

改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

次の表の改正前の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目（以下この条において「移動別表細

目」という。）に対応する次の表の改正後の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目（以下この条

において「移動後別表細目」という。）が存在する場合には、当該移動別表細目を当該移動後別表細目とし、

移動別表細目に対応する移動後別表細目が存在しない場合には、当該移動別表細目を削り、移動後別表細目に

対応する移動別表細目が存在しない場合には、当該移動後別表細目を加える。

改 正 後 改 正 前

（指定居宅サービス事業者等に係る公示）

第５条 法第78条、第85条、第93条、第115条又は第

115条の９の規定による公示は、指定居宅サービス

業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉

施設、指定介護療養型医療施設又は指定介護予防サ

ービス事業者に関する次に掲げる事項について行う

ものとする。

(１) 指定に係る事業所又は施設の名称及び所在地

(２) 指定、名称若しくは所在地の変更、事業の廃

止又は指定の辞退、取消し若しくは全部若しくは

一部の効力の停止の年月日

(３) 指定に係る事業又は施設の種類

２ 介護老人保健施設に係る法第94条第１項の規定に

よる開設の許可又は法第104条第１項の規定による
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許可の取消し若しくは全部若しくは一部の効力の停

止をしたときは、次に掲げる事項を公示するものと

する。

(１) 名称及び所在地

(２) 許可又は許可の取消し若しくは全部若しくは

一部の効力の停止の年月日

（市町村等への情報提供） （市町村等への情報提供)

第５条 知事は、別表に掲げる行為をしたときは、市 第６条 知事は、別表に掲げる行為をしたときは、市

町村及び国民健康保険団体連合会その他知事が必要 町村及び国民健康保険団体連合会その他知事が必要

と認める者に対して、当該行為に係る事業者又は施 と認める者に対して、当該行為に係る事業者又は施

設に関する情報のうち、次に掲げる事項に関する情 設に関する情報のうち、次に掲げる事項に関する情

報を提供することができる。法第71条第１項本文又 報を提供することができる。法第71条第１項本文又

は第72条第１項本文（法第115条の11においてこれ は第72条第１項本文（法第115条の10においてこれ

らの規定を準用する場合を含む。）の規定により指 らの規定を準用する場合を含む。）の規定により指

定があったものとみなされるときも、同様とする。 定があったものとみなされるときも、同様とする。

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略

（指定市町村事務受託法人に係る公示） （指定市町村事務受託法人に係る公示）

第６条 略 第７条 略

（指定試験実施機関に係る公示） （指定試験実施機関に係る公示）

第７条 略 第８条 略

（指定研修実施機関に係る公示） （指定研修実施機関に係る公示）

第８条 略 第９条 略

（指定調査機関等に係る公示） （指定調査機関等に係る公示）

第９条 略 第10条 略

（調査員養成研修を行う者に係る公示） （調査員養成研修を行う者に係る公示）

第10条 略 第11条 略

（権限の委任） （権限の委任）

第11条 略 第12条 略

（雑則） （雑則）

第12条 略 第13条 略

別表（第５条関係） 別表（第６条関係）

(１) 略 (１) 略

(２) 法第70条の２第１項（法第115条の11におい (２) 法第70条の２第１項（法第115条の10におい

て準用する場合を含む。）、第79条の２第１項、 て準用する場合を含む。）、第79条の２第１項、

第86条の２第１項、第94条の２第１項又は第107 第86条の２第１項、第94条の２第１項又は第107
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条の２第１項の規定による指定又は許可の更新 条の２第１項の規定による指定又は許可の更新

(３) 法第71条第１項ただし書又は第72条第１項た (３) 法第71条第１項ただし書又は第72条第１項た

だし書（法第115条の11においてこれらの規定を だし書（法第115条の10においてこれらの規定を

準用する場合を含む。）の規定による別段の申出 準用する場合を含む。）の規定による別段の申出

の受理 の受理

(４) 法第75条第１項、第82条第１項、第89条、第 (４) 法第75条、第82条、第89条、第99条、第111

99条第１項、第111条又は第115条の５第１項の規 条又は第115条の５の規定による変更又は事業の

定による変更又は事業の再開の届出の受理 廃止、休止若しくは再開の届出

(５) 法第75条第２項、第82条第２項、第99条第２

項又は第115条の５第２項の規定による事業の廃

止又は休止の届出の受理

(６) 法第77条第１項、第84条第１項、第92条第１ (５) 法第77条第１項、第84条第１項、第92条第１

項、第114条第１項又は第115条の９第１項の規定 項、第114条第１項又は第115条の８第１項の規定

による指定の取消し又は全部若しくは一部の効力 による指定の取消し又は全部若しくは一部の効力

の停止 の停止

(７) 略 (６) 略

(８) 略 (７) 略

(９) 略 (８) 略

(10) 略 (９) 略

(11) 略 (10) 略

(12) 法第105条において準用する医療法（昭和23 (11) 法第105条において準用する医療法（昭和23

年法律第205号）第９条第２項の規定による開設 年法律第205号）第８条の２第２項又は第９条第

者の死亡又は失そうの届出の受理 １項若しくは第２項の規定による休止又は開設者

の死亡若しくは失そうの届出の受理

(13) 略 (12) 略

(13) 介護保険法等の一部を改正する法律（平成17

年法律第77号）附則第10条第１項ただし書又は第

13条ただし書の規定による別段の申出の受理

（鳥取県事務処理権限規則の一部改正）

第２条 鳥取県事務処理権限規則（平成８年鳥取県規則第32号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（別表の細目の表示を除く。以下この条において「改正部分」と

いう。）を当該改正部分に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（別表の細目の表示を除く。）

に改める。

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下この条において「改正表」という。）に対応する次の

表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分（以下この条において「改正後表」という。）が存在する場合に

は、当該改正表を当該改正後表とし、改正表に対応する改正後表が存在しない場合には、当該改正表を削り、

改正後表に対応する改正表が存在しない場合には、当該改正後表を加える。

次の表の改正前の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目（以下この条において「移動別表細

目」という。）を当該移動別表細目に対応する次の表の改正後の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表

の細目とする。

改 正 後 改 正 前
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別表第２（第３条、第４条、第５条、第６条、第８条、第11条関係） 別表第２（第３条、第４条、第５条、第６条、第８条、第11条関係）

個別事項に係る事務処理権限 個別事項に係る事務処理権限

事 項 事務処理権限の区分 事 項 事務処理権限の区分
所 所

属 専 決 権 者 委任決裁権者 地方機関の 属 専 決 権 者 委任決裁権者 地方機関の
長 の 名 称 長 の 名 称

名 種 類 内 容 知事 名 種 類 内 容 知事
地方機関 地方機関 地方機関 地方機関

部長課長 部長課長 部長課長 部長課長
の長 の長 の長 の長

略 略

長 略 長 略

寿 寿

社二 介護保険 略 社二 介護保険 略

会 法（平成９ 会 法（平成９

課 年法律第37 同法第70条第５ ○ 総合事務所長 課 年法律第37 同法第70条第４ ○ 総合事務所長

123号）に 項（法第70条の２ 123号）に 項（法第70条の２

基づく知事 第４項において準 基づく知事 第４項において準

の権限に属 用する場合を含 の権限に属 用する場合を含

する事務 む。）の規定によ する事務 む。）の規定によ

（広域連合 る指定居宅サービ （広域連合 る指定居宅サービ

の長に委任 ス事業者の指定を の長に委任 ス事業者の指定を

したものを する場合の市町村 したものを する場合の市町村

除く。） 長への通知 除く。） 長への通知

38 同法第70条の２ ○ 総合事務所長 38 同法第70条の２ ○ 総合事務所長

第１項（同法第115 第１項（第115条の

条の11前段におい 10前段において準

て準用する場合を 用する場合を含

含む。）の規定に む。）の規定によ

よる指定の更新 る指定の更新

略 略

41 同法第75条第１ ○ 総合事務所長 41 同法第75条の規 ○ 総合事務所長

項の規定による指 定による指定居宅

定居宅サービス事 サービス事業者か

業者からの変更届 らの変更届出書等

出書等の受理 の受理

42 同法第75条第２ ○ 総合事務所長

項の規定による指

定居宅サービスの

事業の廃止等の届

出の受理

43 同法第75条の２ ○ 総合事務所長

第１項の規定によ

る連絡調整又は援

助

44 略 42 略

45 略 43 略

46 略 44 略

47 同法第76条の２ ○ 総合事務所長 45 同法第76条の２ ○ 総合事務所長

第３項の規定によ 第３項の規定によ

る指定居宅サービ る指定居宅サービ

ス事業者に対する ス事業者に対する

命令 命令

46 同法第76条の２ ○ 総合事務所長

第４項の規定によ

る公示

48 略 47 略

49 同法第77条第１ ○ 総合事務所長 48 同法第77条第１ ○ 総合事務所長

項の規定による指 項の規定による指

定居宅サービス事 定居宅サービス事

業者の指定の取消 業者の指定の取消

し及び効力の停止 し及び効力の停止

49 同法第78条の規 ○ 総合事務所長

定による指定居宅

サービス事業者の

指定等の公示

略 略
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51 同法第78条の２ ○ 総合事務所長 51 同法第78条の２ ○ 総合事務所長

第３項の規定によ 第３項の規定によ

る市町村長からの る市町村長からの

届出についての助 届出についての助

言又は勧告 言又は勧告

52 同法第78条の６ ○ 総合事務所長

第２項の規定によ

る連絡調整又は援

助

53 同法第78条の11 ○ 総合事務所長 52 同法第78条の10 ○ 総合事務所長

の規定による市町 の規定による市町

村長からの届出の 村長からの届出の

受理 受理

54 同法第79条の２ ○ 総合事務所長 53 同法第79条の２ ○ 総合事務所長

第１項の規定によ 第１項の規定によ

る指定の更新 る指定の更新

55 同法第82条第１ ○ 総合事務所長 54 同法第82条の規 ○ 総合事務所長

項の規定による指 定による指定居宅

定居宅介護支援事 介護支援事業者か

業者からの変更届 らの変更届出書等

出書等の受理 の受理

56 同法第82条第２ ○ 総合事務所長

項の規定による指

定居宅介護支援の

事業の廃止等の届

出の受理

57 同法第82条の２ ○ 総合事務所長

第１項の規定によ

る連絡調整又は援

助

58 略 55 略

59 略 56 略

60 略 57 略

61 同法第83条の２ ○ 総合事務所長 58 同法第83条の２ ○ 総合事務所長

第３項の規定によ 第３項の規定によ

る指定居宅介護支 る指定居宅介護支

援事業者に対する 援事業者に対する

命令 命令

59 同法第83条の２ ○ 総合事務所長

第４項の規定によ

る公示

62 略 60 略

63 同法第84条第１ ○ 総合事務所長 61 同法第84条第１ ○ 総合事務所長

項の規定による指 項の規定による指

定居宅介護支援事 定居宅介護支援事

業者の指定の取消 業者の指定の取消

し及び効力の停止 し及び効力の停止

62 同法第85条の規 ○ 総合事務所長

定による指定居宅

介護支援事業者の

指定等の公示

64 略 63 略

65 略 64 略

66 同法第89条の規 ○ 総合事務所 65 同法第89条の規 ○ 総合事務所長

定による指定介護 定による指定介護

老人福祉施設の開 老人福祉施設の開

設者からの変更届 設者からの変更届

出書の受理 出書の受理

67 同法第89条の２ ○ 総合事務所長

第１項の規定によ

る連絡調整又は援

助

68 略 66 略

69 略 67 略
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70 略 68 略

71 略 69 略

72 同法第91条の２ ○ 総合事務所長 70 同法第91条の２ ○ 総合事務所長

第３項の規定によ 第３項の規定によ

る指定介護老人福 る指定介護老人福

祉施設の開設者に 祉施設の開設者に

対する命令 対する命令

71 同法第91条の２ ○ 総合事務所長

第４項の規定によ

る公示

73 略 72 略

74 略 73 略

75 同法第92条第２ ○ 総合事務所長 74 同法第92条第２ ○ 総合事務所長

項の規定による通 項の規定による通

知の受理 知の受理

75 同法第93条の規 ○ 総合事務所長

定による指定介護

老人福祉施設の指

定等の公示

略 略

83 同法第99条第１ ○ 総合事務所長 83 同法第99条の規 ○ 総合事務所長

項の規定による指 定による指定介護

定介護老人保健施 老人保健施設の開

設の開設者からの 設者からの変更届

変更届出書の受理 出書の受理

84 同法第99条第２ ○ 総合事務所長

項の規定による介

護老人保健施設の

廃止等の届出の受

理

85 同法第99条の２ ○ 総合事務所長

第１項の規定によ

る連絡調整又は援

助

86 略 84 略

87 略 85 略

88 略 86 略

89 略 87 略

90 略 88 略

91 同法第103条第３ ○ 総合事務所長 89 同法第103条第３ ○ 総合事務所長

項の規定による介 項の規定による介

護老人保健施設の 護老人保健施設の

開設者に対する命 開設者に対する命

令 令

90 同法第103条第４ ○ 総合事務所長

項の規定による公

示

92 略 91 略

93 略 92 略

94 略 93 略

95 略 94 略

96 略 95 略

97 略 96 略

98 略 97 略

99 同法第111条の規 ○ 総合事務所長 98 同法第111条の規 ○ 総合事務所長

定による指定介護 定による指定介護

療養型医療施設の 療養型医療施設の

開設者からの住所 開設者からの住所
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等の変更届出書の 等の変更届出書の

受理 受理

100 同法第111条の ○ 総合事務所長

２第１項の規定に

よる連絡調整又は

援助

101 略 99 略

102 略 100 略

103 略 101 略

104 略 102 略

105 同法第113条の ○ 総合事務所長 103 同法第113条の ○ 総合事務所長

２第３項の規定に ２第３項の規定に

よる指定介護療養 よる指定介護療養

型医療施設の開設 型医療施設の開設

者に対する命令 者に対する命令

104 同法第113条の ○ 総合事務所長

２第４項の規定に

よる公示

106 略 105 略

107 略 106 略

108 同法第114条第 ○ 総合事務所長 107 同法第114条第 ○ 総合事務所長

２項の規定による ２項の規定による

通知の受理 通知の受理

108 同法第115条の ○ 総合事務所長

規定による指定介

護療養型医療施設

の指定等の公示

109 同法第115条の ○ 総合事務所長 109 同法第115条の ○ 総合事務所長

５第１項の規定に ５の規定による指

よる指定介護予防 定介護予防サービ

サービス事業者の ス事業者の事業所

事業所の名称等の の名称等の変更及

変更届出書の受理 び事業の廃止等の

届出の受理

110 同法第115条の ○ 総合事務所長

５第２項の規定に

よる指定介護予防

サービス事業の廃

止等の届出の受理

111 同法第115条の ○ 総合事務所長

６第１項の規定に

よる連絡調整又は

援助

112 同法第115条の ○ 総合事務所長 110 同法第115条の ○ 総合事務所長

７第１項の規定に ６第１項の規定に

よる指定介護予防 よる指定介護予防

サービス事業者等 サービス事業者等

に対する報告等の に対する報告等の

命令及び立入検査 命令及び立入検査

113 同法第115条の ○ 総合事務所長 111 同法第115条の ○ 総合事務所長

８第１項の規定に ７第１項の規定に

よる指定介護予防 よる指定介護予防

サービス事業者に サービス事業者に

対する勧告 対する勧告

114 同法第115条の ○ 総合事務所長 112 同法第115条の ○ 総合事務所長

８第２項の規定に ７第２項の規定に

よる公表 よる公表

115 同法第115条の ○ 総合事務所長 113 同法第115条の ○ 総合事務所長

８第３項の規定に ７第３項の規定に

よる指定介護予防 よる指定介護予防

サービズ事業者に サービズ事業者に

対する命令 対する命令

114 同法第115条の ○ 総合事務所長

７第４項の規定に

よる公示

116 同法第115条の ○ 総合事務所長 115 同法第115条の ○ 総合事務所長
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８第５項の規定に ７第５項の規定に

よる通知の受理 よる通知の受理

117 同法第115条の ○ 総合事務所長 116 同法第115条の ○ 総合事務所長

９第１項の規定に ８第１項の規定に

よる指定介護予防 よる指定介護予防

サービス事業者の サービス事業者の

指定の取消し及び 指定の取消し及び

効力の停止 効力の停止

118 同法第115条の ○ 総合事務所 117 同法第115条の ○ 総合事務所長

16第２項の規定に 長 ９の規定による公

よる連絡調整又は 示

援助

119 同法第115条の ○ 総合事務所長 118 同法第115条の ○ 総合事務所長

20の規定による市 18の規定による市

町村長からの届出 町村長からの届出

の受理 の受理

120 同法第115条の ○ 総合事務所長

26第２項の規定に

よる連絡調整又は

援助

121 同法第115条の ○ 総合事務所長

32第２項の規定に

よる業務管理体制

の整備に関する事

項の届出の受理

122 同法第115条の ○ 総合事務所長

32第３項の規定に

よる業務管理体制

の整備に関する事

項の変更の届出の

受理

123 同法第115条の ○ 総合事務所長

32第４項の規定に

よる届出先に係る

届出の受理

124 同法第115条の ○ 総合事務所長

33第１項の規定に

よる介護サービス

事業者に対する報

告等の命令及び立

入検査

125 同法第115条の ○ 総合事務所長

33第３項の規定に

よる厚生労働大臣

に対する権限の行

使の要求

126 同法第115条の ○ 総合事務所長

33第４項の規定に

よる権限の行使の

結果に係る通知の

受理及び市町村長

への通知

127 同法第115条の ○ 総合事務所長

34第１項の規定に

よる介護サービス

事業者に対する勧

告

128 同法第115条の ○ 総合事務所長

34第２項の規定に

よる公表

129 同法第115条の ○ 総合事務所長

34第３項の規定に

よる介護サービス

事業者に対する命

令

130 同法第115条の ○ 総合事務所長

34第５項の規定に

よる通知の受理及

び市町村長への通

知
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131 同法第115条の ○ 119 同法第115条の ○

35第１項の規定に 29第１項の規定に

よる介護サービス よる介護サービス

情報の報告の受理 情報の報告の受理

132 同法第115条の ○ 120 同法第115条の ○

35第２項の規定に 29第２項の規定に

よる介護サービス よる介護サービス

情報の調査 情報の調査

133 同法第115条の ○ 121 同法第115条の ○

35第３項の規定に 29第３項の規定に

よる介護サービス よる介護サービス

情報の公表 情報の公表

134 同法第115条の ○ 122 同法第115条の ○

35第４項の規定に 29第４項の規定に

よる介護サービス よる介護サービス

事業者への命令 事業者への命令

135 同法第115条の ○ 123 同法第115条の ○

35第５項の規定に 29第５項の規定に

よる市町村長への よる市町村長への

通知 通知

136 同法第115条の ○ 124 同法第115条の ○

35第６項の規定に 29第６項の規定に

よる指定等の取消 よる指定等の取消

し及び効力の停止 し及び効力の停止

137 同法第115条の ○ 125 同法第115条の ○

35第７項の規定に 29第７項の規定に

よる市町村長への よる市町村長への

通知 通知

138 同法第115条の ○ 126 同法第115条の ○

36第１項の規定に 30第１項の規定に

よる指定調査機関 よる指定調査機関

の指定 の指定

139 同法第115条の ○ 127 同法第115条の ○

40第１項（第115条 34第１項（第115条

の42第３項におい の36第３項におい

て準用する場合を て準用する場合を

含む。）の規定に 含む。）の規定に

よる指定調査機関 よる指定調査機関

に対する報告の命 に対する報告の命

令、関係者に対す 令、関係者に対す

る質問及び立入検 る質問及び立入検

査 査

140 同法第115条の ○ 128 同法第115条の ○

41（第115条の42第 35（第115条の36第

３項において準用 ３項において準用

する場合を含 する場合を含

む。）の規定によ む。）の規定によ

る指定調査機関の る指定調査機関の

業務の休廃止等の 業務の休廃止等の

許可 許可

141 同法第115条の ○ 129 同法第115条の ○

42第１項の規定に 36第１項の規定に

よる指定情報公表 よる指定情報公表

センターの指定 センターの指定

142 略 130 略

143 略 131 略

略 略

四 介護保険 略 四 介護保険 略

法施行令 法施行令

（平成10年９ 同令第11条の５ ○ 総合事務所長 （平成10年９ 同令第11条の５ ○ 総合事務所長

政令第412 第１項の規定によ 政令第412 第１項の規定によ

号）に基づ る指定市町村事務 号）に基づ る指定市町村事務

く知事の権 受託法人に対する く知事の権 受託法人に対する

限に属する 指定の取消し及び 限に属する 指定の取消し及び

事務 効力の停止 事務 効力の停止

10 同令第11条の６ ○ 総合事務所長

の規定による公示

10 略 11 略
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11 略 12 略

12 略 13 略

13 略 14 略

14 略 15 略

15 略 16 略

16 同令第37条の４ ○ 17 同令第37条の４ ○

第１項（第37条の 第１項（第37条の

11において準用す 11において準用す

る場合を含む。） る場合を含む。）

の規定による指定 の規定による指定

調査機関の変更等 調査機関の変更等

の届出の受理 の届出の受理

18 同令第37条の４ ○

第３項（第37条の

11において準用す

る場合を含む。）

の規定による指定

調査機関の変更等

に係る公示

17 略 19 略

18 同令第37条の６ ○ 20 同令第37条の６ ○

第１項（第37条の 第１項（第37条の

11において準用す 11において準用す

る場合を含む。） る場合を含む。）

の規定による調査 の規定による調査

事務規程の認可 事務規定の認可

19 同令第37条の６ ○ 21 同令第37条の６ ○

第２項（第37条の 第２項（第37条の

11において準用す 11において準用す

る場合を含む。） る場合を含む。）

の規定による調査 の規定による調査

事務規程の変更命 事務規定の変更命

令 令

20 略 22 略

21 略 23 略

22 略 24 略

23 略 25 略

24 略 26 略

25 略 27 略

26 略 28 略

27 略 29 略

28 同令第37条の10 ○ 30 同令第37条の10 ○

第１項（第37条の 第１項（第37条の

11において準用す 11において準用す

る場合を含む。） る場合を含む。）

の規定による指定 第１項の規定によ

調査機関の指定取 る指定調査機関の

消し及び効力の停 指定取消し及び効

止 力の停止

29 同令第37条の10 ○ 31 同令第37条の10 ○

第２項の規定によ 第２項の規定によ

る指定調査機関の る指定調査機関の

指定取消し等に係 指定取消し等に係

る公示 る公示

五 鳥取県介１ 同細則第11条の ○ 総合事務所長

護保険法施 規定による指定居

行細則（平 宅サービス事業者

成11年鳥取 の特例に係る公示

県規則第50

号）に基づ２ 同細則第13条第 ○ 総合事務所長

く知事の権 １項の規定による

限に属する 介護老人保健施設

事務 の開設の許可に係

る公示
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五 略 六 略

略 略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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